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令和７年度電子処方箋活用・普及促進事業に係る補助対象期間の拡大について（通知） 

 

  本県の保健医療行政の推進については、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

  さて、電子処方箋を導入する施設を更に支援するため、社会保険診療報酬支払基金に

よる補助金の上乗せ補助を行う事業を実施しています（事業詳細は、別添リーフレット

をご参照ください）。 

  このたび、本事業に係る補助対象期間を下記のとおり拡大しましたので、お知らせい

たします。 

 

記 

 

１ 補助対象期間 

 

【現行の対象期間】 令和７年３月末までに電子処方箋を導入した場合に補助の対象 

【変更後の対象期間】 令和７年９月末までに電子処方箋を導入した場合に補助の対象 
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